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３
月
22
日
(月)
の
振
替
休
日
は
、

「
も
や
せ
る
ご
み
」と「
資
源
化
物
」

の
収
集
を
休
み
ま
す
。
収
集
日
に

当
た
っ
て
い
る
地
区
の
か
た
は
次

回
の
収
集
日
に
お
願
い
し
ま
す
。

次
回
は
「
も
や
せ
る
ご
み
」が
３
月

25
日
(木)
、「
資
源
化
物
」
が
４
月
12

日
(月)
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

環
境
業
務
課
1

(

８
６
３)

６
６
３
１

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
が
４

月
１
日
(木)
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
下
旬

に
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
に

お
送
り
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

が
届
い
た
ら
、
現
在
お
使
い
の
保

険
証
は
、
カ
バ
ー
を
は
ず
し
、
同

封
の
返
信
用
封
筒(

切
手
不
要)

に

入
れ
て
お
返
し
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

国
民
健
康
保
険

課
1(

８
６
６)

２
０
９
９

平
成
11
年
度
の
固
定
資
産
税
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
価
格
な
ど
を

載
せ
た
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
お

見
せ
し
て
い
ま
す
。
自
己
所
有
の

土
地
や
家
屋
、
償
却
資
産
の
価
格

を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

と
き
／
３
月
23
日
(火)
ま
で
の
平
日
、

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

と
こ
ろ
／
資
産
税
課
、
土
崎
支
所
、

新
屋
支
所

用
意
す
る
物
／
印
鑑
と
所
有
者
本

人
を
証
明
す
る
も
の(

前
年
度
の
納

税
通
知
書
、
運
転
免
許
証
な
ど)

■
修
正
路
線
価
図
を
公
開

地
価
の
下
落
に
と
も
な
い
、
商

業
地
の
一
部
地
域
に
つ
い
て
平
成

11
年
度
の
固
定
資
産
税
の
基
礎
と

な
る
土
地
の
価
格
を
修
正
し
ま
し

た
。
修
正
後
の
路
線
価
図
は
資
産

税
課
、
土
崎
支
所
、
新
屋
支
所
で

公
開
し
て
い
ま
す
。

※
平
成
11
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
納
税
通
知
書
は
、
４
月
１
日
(木)

に
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

資
産
税
課
1(

８

６
６)

２
０
５
６
、
1(

８
６
６)

２

０
５
７

印
鑑
と
買
い
受
け
代
金
を
持
参
。

と
き
／
３
月
24
日
(水)
午
後
１
時

と
こ
ろ
／
市
役
所
２
階
正
庁

●
問
い
合
わ
せ

納
税
課
1(

８
６

６)

２
０
５
８

介
護
保
険
関
連
の
事
業
予
定
者

を
対
象
に
、
秋
田
市
の
取
り
組
み

を
説
明
し
、
疑
問
な
点
に
お
答
え

す
る
説
明
会
を
開
き
ま
す
。

と
き
／
３
月
26
日
(金)
午
後
１
時
30

分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ
／
市
役
所
２
階
正
庁

●
申
し
込
み

「
説
明
会
参
加
希

望
」
と
事
業
所
名
、
電
話
番
号
を

書
い
た
フ
ァ
ク
ス
を
、
３
月
18
日

(木)
ま
で
、
介
護
保
険
準
備
室
6(

８

６
６)

２
４
１
７

※
当
日
は
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す

の
で
、
自
家
用
車
の
ご
利
用
は
お

控
え
く
だ
さ
い
。
問
い
合
わ
せ
は

介
護
保
険
準
備
室
1(

８
６
６)

２

０
６
９

市役所からのお知らせ

■４■

●分別収集の問い合わせは再資源課1(863)6632

第２号被保険者はどんなときに
サービスを受けられるんですか？

第２号被保険者の特定疾病

●初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフ

ェルト・ヤコブ病など) ●脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など) ●筋萎縮性
　

側索
そくさく

硬

化症　●パーキンソン病　●脊髄小脳変性症　●シャイ・ドレーガー症候群　●糖

尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害　●閉塞性動脈硬化症　●慢性閉

塞性肺疾患(肺気
き

腫
しゅ

、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎
はん

細
さい

気管支炎) ●両側

の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症　●慢性関節リウマチ

●後縦靭帯
こうじゅうじんたい

骨化症　●脊柱管狭窄
きょうさく

症　●骨折を伴う骨粗鬆
そしょう

症　●早老症

平成12年４月からスタートする
介護保険制度。この制度の仕組み
やさまざまな疑問について毎月シ
リーズでご紹介しています。
今回は第２号被保険者でサービ

スを受けられるかたについてお知
らせします。

問い合わせ

介護保険準備室q(866)2069

Ｑ

Ａ

ペットボトルは、
キャップをはずして、中を軽く水洗いし、
「もやせないごみ用」の透明指定ごみ袋に入れて
出してください。
※はずしたキャップは、もやせないごみに出してください。

※この材質表示
マークがラベル
やボトルの底に
ついています。

空きかんも４月から｢透明指定ごみ袋｣で集めます
※収集日は変わりません

４
月
か
ら
月
２
回

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
集
め
ま
す

第１・第３水曜日
｢もやせないごみ｣の収集日が第２・第４水曜日の地域

第２・第４水曜日
｢もやせないごみ｣の収集日が第１・第３水曜日の地域

収
集
日

介
護
保
険
の

事
業
予
定
者
説
明
会

電
話
加
入
権
を
公
売

ご
み
収
集
を
休
み
ま
す

新
し
い
保
険
証
を

３
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す

固
定
資
産
課
税
台
帳
を

お
見
せ
し
て
い
ま
す

介護保険制度の加入者は、65歳以上のかた(第１号被保険者)と、40歳以上65歳未満
で国民健康保険などの医療保険に加入しているかた(第２号被保険者)に分けられます。
この制度のサービスを受けることができるかたは、第１号被保険者の場合、日常の

生活で常に介護を必要とする状態(要介護状態)またはそのおそれがある状態(要支援状
態)と認定されたかたです。一方、第２号被保険者の場合は、加齢に伴う特定の病気
｢特定疾病｣によって要介護状態または要支援状態になったかたに限られていて、けが
などで要介護状態となった場合は、ほかの福祉制度の対象となります。
このたび、第２号被保険者がサービスを受けられる｢特定疾病｣にあたるものとして、

次の15の病気が定められました。

秋田市ではより快適な生活基盤を整えてい

くため、市内各地で道路や水道、下水道など

の工事を行っています。今年度は国の経済対

策事業として工事量も増加していることか

ら、市民のみなさんには交通規制などで大変ご迷惑をおかけし

ております。

冬期間は積雪のため工事が思うように進まないため、雪解け

の時期はどうしても工事が集中しがちです。できるだけすみや

かに工事を終えるようにしますので、ご協力をお願いいたしま

す。

工事でご不便おか
けしてます。ご協
力をお願いします。


